
◆少額減価償却資産の特例の延長
�中小企業が少額減価償却資産を取得した場合に即時償却を認める制度を
２年間延長

平成２２年度経済産業省関係税制改正のポイント

◆交際費の損金算入特例の延長
� 中小企業の交際費について損金算入を可能とする特例措置を２年間延長 等

◆個人事業主の共同経営者の小規模企業共済制度への加入

�小規模企業共済制度について共同経営者まで加入対象者を拡大（掛金控除）

地域経済や雇用を支える中小企業の支援
平成21年12月24日

◆中小企業倒産防止共済制度の拡充
�連鎖倒産防止のための中小企業倒産防止共済制度について、共済貸付金
の限度額を引き上げ、これに伴い損金算入が認められる掛金の限度額を引
き上げる。

◆中小企業を中心とする設備投資の促進
�中小企業投資促進税制を２年間延長
�中小企業等基盤強化税制（期限：平成22年度末）を拡充し、中小企業による情報
基盤強化設備等の取得に係る措置を追加（従来の情報基盤強化税制（今回廃
止）の支援対象の他、サーバーの有効利用を可能とするソフトも対象に追加）

◆株式信託を活用した事業承継税制 【検討項目】

�納税猶予の適用対象に株式と実質的に同一視できる信託受益権の追加につい
て信託を利用した事業承継の実態及び措置の必要性を踏まえ、引き続き検討

◆中小企業向け法人税率の引下げ（マニフェスト項目）【検討項目】
�中小軽減税率の引下げについては、課税ベースの見直しによる財源確保な
どと合わせ、その早急な実施に向けて真摯に検討

◆いわゆる「一人オーナー会社」（特殊支配同族会社）の役員給与
に対する損金不算入措置の廃止 （マニフェスト項目）

�22年度から廃止
�特殊支配同族会社の役員給与にかかる課税のあり方については、いわゆる
「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方につい
て議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」
の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる

◆研究開発投資の促進
�将来の成長の種となるイノベーションを生み出し、競争力の基盤となる研究
開発を促進するため、研究開発促進税制・中小企業技術基盤強化税制につ
いて、試験研究費を増加させる企業又は試験研究費比率が高い企業に対す
る税額控除の上乗せ措置を延長（増加型・高水準型共に２年間延長）

◆企業活動のグローバル展開を支える税制の整備
�国際課税制度の見直し
[外国子会社合算税制（タックスヘイブン税制）]
- 外国子会社合算税制が発動される基準税率（トリガー税率）について、現行の
「25%以下」から「20%以下」への引き下げを実現。
- 統括会社の実態を踏まえた適用除外要件（事業基準・非関連者基準）の
見直しを実現。
- 租税回避の防止のため、適用除外要件を満たす子会社の資産性所得を合
算課税の対象とする。ただし一定の配当・利子・使用料など付け替えのお
それの高いものに限定。
[移転価格税制]
- 対等出資等の国際合弁企業について、課税の基礎となる価格の算定に
当たり考慮すべき事項等の明確化

�社債市場の活性化のための税制措置
- 非居住者が受け取る社債利子の非課税化（３年間）
- 非居住者が受け取る国外発行社債（民間国外債）の利子等の非課税措置を
恒久化

◆グループ法人税制の整備
�企業グループの一体的運営が進展している状況を踏まえ、グループ内取引等に
関する税制の整備、連結納税制度の見直し等のグループ経営の実態を反映し
た税制を整備
- グループ（100％の資本関係）内の法人間について譲渡取引の損益の繰
延や受取配当の全額益金不算入化（負債利子控除の不要化）などを行う。
- 親会社の資本金が５億円以上の法人の100%子会社について中小企業特例
を不適用とする。
- 子法人の欠損金の持込制限の緩和など連結納税制度を見直し 等

◆中小企業を中心とする設備投資の促進<<再掲>>

日本の強みを最大限に活かしたイノベーション促進・成長力の強化



等

◆事業再編に資する税制の整備
�産活法に基づく登録免許税の特例措置は、特例の対象となる資本の増加分
に上限を設定した上で、２年間延長

�中小企業の事業再生に伴う登録免許税の軽減措置について、雇用継続要件
の設定等を行った上で、２年間延長

◆年金税制
�企業型確定拠出年金における従業員拠出（マッチング拠出）の容認と所得控除

◆外形標準課税(資本割）の特例措置の恒久化
�資本金等を取り崩し欠損填補（無償減資）する等の場合、これらの行為後の資
本金等の額を外形標準課税資本割の課税標準とする措置を恒久化

◆資源開発促進税制

�減耗控除制度について適用期限を3年間延長

�海外投資等損失準備金制度について、実態等を踏まえた見直しを行った上で、
適用期限を２年間延長

等

資源・エネルギーの安定供給確保と地球温暖化対策の推進

◆自動車関係税制

�自動車税のグリーン税制（環境性能の優れた自動車に対して税率を軽減し、
新車登録から一定年数を経過した自動車に対し重課）について、プラグイン
ハイブリッド自動車を対象に追加すると共に、軽課対象から「燃費基準＋15%
達成車（＋25%未満）」を除外した上で、２年間延長

�環境性能の優れた自動車に対する特例措置に対象自動車の区分（2.5ｔ～
3.5t）を新たに追加（自動車重量税・取得税）

�自動車取得税の低燃費車特例（現行制度では中古車のみ支援対象）につい
て、中古車市場における環境性能の優れた自動車を増加させる観点から、
２年間延長

◆地球温暖化対策のための税

�地球温暖化対策のための税については、今回当分の間として措置される税率の
見直しを含め、平成23年度実施に向けた成案を得るべく、更に検討を進める。

◆燃料課税のあり方

�ガソリン税、軽油引取税に係る現行の10年間の暫定税率は廃止するが、
当分の間、税率水準を維持する。

�国民生活を守るため、平成20年度上半期のような原油価格の異常な高騰が
続いた場合には、上記当分の間の税率の課税を停止できるような法的措置を
講じる。これらの制度の詳細については、手持品在庫に係る課税上の取扱い
を含め、今後速やかに具体化を図る。

◆原料調達に係る国際的な衡平性の維持・確保

�原料非課税の国際的な衡平性を維持・確保

- 石油化学製品製造用ナフサ等の石油石炭税の免税・還付措置の適用期限
を２年間延長

- 石油化学製品製造用ナフサ等の揮発油税の免税措置を維持

◆車体課税のあり方

�自動車重量税については、現行の10年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、
環境負荷に応じて税率を設定することとし、暫定上乗せ分の国分の半分程度に
相当する規模の税負担を軽減する。

�自動車取得税について、現行の10年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、
現在の税率水準を維持する。

�エコカー減税は維持する。

�車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策の観
点や国及び地方の財政の状況も踏まえつつ、今回、当分の間として適用される
税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的な
見直しを検討する。

等


